
　
昨
年
10
月
１
日
、
筑ち

く

紫し

郡
那
珂

川
町
が
市
制
施
行
し
て
那
珂
川
市

と
な
っ
た
こ
と
で
、
筑
紫
郡
は
地

図
か
ら
消
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
郡
に
は
自
治
体
と
し
て
の
町

村
が
属
し
ま
す
が
、
市
は
含
ま
れ

ま
せ
ん
。
郡
内
の
全
て
の
地
域
が

市
に
含
ま
れ
る
と
、
郡
は
自
動
的

に
消
滅
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

糟

屋

郡

で

も

平

成

９

年

（
１
９
９
７
年
）
10
月
１
日
、
古
賀

町（
３
４
７
）
が
古
賀
市（
２
２
３
）

と
な
っ
て
糟
屋
郡
か
ら
は
ず
れ
、

現

在

の

糟

屋

郡

は

宇

美

町

（
３
４
１
）・
篠
栗
町（
３
４
２
）・
志
免

町（
３
４
３
）・
須
恵
町（
３
４
４
）・
新

宮
町（
３
４
５
）・
久
山
町（
３
４
８
）・

粕
屋
町（
３
４
９
）の
７
町
か
ら
成
り

ま
す
。
な
お（
　
）
内
は
市
区
町
村

コ
ー
ド
で
す
。
共
通
す
る
３
４
が
糟

屋
郡
を
示
し
、
福
岡
県
は
都
道
府
県

コ
ー
ド
で
は
４
０
と
な
り
ま
す
。

　
総
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
全

国

地

方

公

共

団

体

コ
ー

ド

で

は
、
福
岡
県
糟
屋
郡
須
恵
町
は

４
０
３
４
４
０
で
す
。
第
６
桁

（
最
後
の
数
字
）
は
検
査
数
字
と
説

明
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
入
力
ミ

ス
が
あ
る
か
ど
う
か
を
チ
ェ
ッ
ク

す
る
た
め
の
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

コ
ー
ド
は
昭
和
43
年
（
１
９
６
８

年
）
に
設
定
さ
れ
、
す
で
に
半
世

紀
の
歴
史
を
経
て
い
ま
す
。
福
岡

県
に
つ
い
て
書
か
れ
た
本
、
た
と

え
ば
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
の

「
福
岡
県
」
の
巻
が
第
40
巻
と
な
る

の
も
、
県
の
コ
ー
ド
を
反
映
し
て

い
る
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

　
現
代
の
郡
は
単
に
町
村
の
場
所

を
示
す
地
理
的
区
分
で
あ
っ
て
、

行
政
的
な
権
限
を
持
つ
団
体
で
は

な
く
な
り
ま
し
た
。
か
つ
て
は
郡

に
郡
役
所
と
郡
会
・
郡
参
事
会
が

あ
り
、
郡
長
が
行
政
を
司
っ
て
い

ま
し
た
（
郡
制
）
。
市
制
・
町
村
制

の
施
行
が
明
治
22
年
（
１
８
８
９

年
）
、
郡
制
の
施
行
は
明
治
24
年

（
１
８
９
１
年
）
で
す
。
全
国
で

順
次
実
施
に
移
さ
れ
、
福
岡
県

で
実
施
さ
れ
た
の
は
明
治
29
年

（
１
８
９
６
年
）
７
月
１
日
で
し
た
。

　
郡
制
は
大
正
12
年
（
１
９
２
３

年
）
に
廃
止
さ
れ
ま
す
。
こ
の
時
、

郡
会
は
消
滅
し
ま
す
が
、
郡
長
と

郡
役
所
は
大
正
15
年
（
１
９
２
６

年
＝
昭
和
元
年
）
ま
で
存
続
し
て
、

残
務
処
理
に
当
た
り
ま
し
た
。

　
糟
屋
郡
役
所
編
さ
ん
・
発
行
の

『
糟
屋
郡
志
』（
全
７
５
２
頁
）
は
大

正
13
年
（
１
９
２
４
年
）
に
刊
行
さ

れ
ま
し
た
。
奥
付
は
３
月
31
日
発

行
を
４
月
15
日
に
書
き
直
し
て
い

ま
す
。
年
度
末
の
予
定
よ
り
半
月

遅
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

『
糟
屋
郡
志
』
は
郡
制
廃
止
に
と
も

な
い
、
糟
屋
郡
の
歴
史
を
記
録
に

と
ど
め
る
こ
と
を
意
図
し
て
編
さ

ん
さ
れ
ま
し
た
。
郡
会
が
郡
志
編

さ
ん
を
決
議
し
た
の
は
大
正
10
年

（
１
９
２
１
年
）
の
こ
と
で
す
。

　
最
後
の
糟
屋
郡
長
（
第
10
代
）
小

林
新
三
郎
の
序
文
の
冒
頭
を
紹
介

し
ま
す
。
新
仮
名
づ
か
い
に
直
し
、

並
列
点
「
・
」
を
加
え
る
な
ど
、
読
み

や
す
く
し
て
い
ま
す
。

　
明
治
二
十
九
年
郡
制
実
施

せ
ら
れ
て
、
年
を
経
る
こ
と

二
十
八
、
其
の
間
本
郡
に
於

け
る
土
木
・
勧
業
・
教
育
・
衛
生

等
、
自
治
の
実
績
漸
く
挙
が

り
て
、
大
正
十
年
度
の
予
算

額
は
正
に
十
六
万
円
を
計か

ぞ

う

る
に
至
り
、
将
来
猶
益
々
其

の
発
達
を
期
待
せ
し
所
、
突

如
大
正
十
年
四
月
法
律
第

六
十
三
号
を
以
て
、
郡
制
の

大
正
13

年
刊
行
の『
糟
屋
郡
志
』を
読
む（
１
）

 

―
箱
崎
に
置
か
れ
た
糟
屋
郡
役
所

183

ま
ち
の
史
跡
め
ぐ
り

町
文
化
財
専
門
委
員

石
瀧  

豊
美
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廃
止
を
布
告
せ
ら
る
。
廃
止

の
理
由
に
就
き
、
当
時
内
務

大
臣
の
議
会
に
対
す
る
説
明

を
読
む
に
、
全
国
に
於
け
る

郡
の
事
業
の
平
均
量
が
寡
少

に
し
て
、
未
だ
自
治
、
体て

い

を
な

す
に
足
ら
ず
と
す
る
に
在
り
。

然
る
に
其
の
説
明
の
内
容
と

本
郡
の
施
設
し
来
た
れ
る
事

業
の
分
量
と
を
比
較
す
れ
ば
、

遥
か
に
平
均
点
以
上
に
位
し
、

敢
え
て
自
治
の
名
を
空む

な

し
ゅ

う
せ
ざ
る
を
覚
ゆ
る
な
り
。

然
る
を
、
今
に
し
て
是
等
名

実
具
備
の
自
治
制
を
解
き
て
、

其
の
執
り
来
た
り
し
事
業
を
、

或
い
は
県
に
帰き

し
、
或
い
は

町
村
に
移
さ
ん
と
す
。
郡
た

る
も
の
豈あ

に

一
片
の
感
慨
な
か

ら
ん
や
。

　
全
国
の
郡
の
中
に
は
、
自
治
体

と
し
て
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
あ

る
か
ら
と
い
っ
て
、
糟
屋
郡
ま
で

い
っ
し
ょ
に
さ
れ
て
は
か
な
わ
な

い
、
と
郡
制
廃
止
へ
の
無
念
の
思

い
を
述
べ
て
い
る
の
が
印
象
的
で

す
。
糟
屋
郡
は
優
良
で
あ
る
、
と

い
う
自
負
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
順
次
、
当
時
の
須
恵

村
（
現
在
の
須
恵
町
）
を
中
心
に

『
糟
屋
郡
志
』
を
読
み
進
め
、
関
連

す
る
と
こ
ろ
を
紹
介
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
編
集
方
針
は
「
凡
例
」

に
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

句
読
点
・
ふ
り
が
な
を
補
っ
た
他

は
、
原
文
通
り
引
用
し
ま
す
。
郡

志
の
「
志
」
は
中
国
の
歴
史
書
『
三

国
志
』
と
同
じ
く
歴
史
を
書
く
こ

と
を
意
味
し
ま
す
。

一
、
本
志
編へ

ん

纂さ
ん

の
目
的
は
、
之こ

れ

を
郡
制
廃
止
記
念
と
す
る
に

在
る
を
以
て
、
郡
制
施
行
中
の

事
実
を
記
し
、
併
せ
て
明
治
維

新
以
来
の
沿
革
を
録
せ
り
。

一
、
本
志
編
纂
に
当あ

た

り
て
は
、

山
田
村
︻
現
在
の
久
山
町
︼
河

辺
宗
吉
氏
を
編
纂
主
任
に
嘱

託
し
、
郡
役
所
各
課
長
、
及
各

係
主
任
を
委
員
と
し
、
材
料

提
供
の
任
に
当
ら
し
め
り
。

一
、
本
志
は
福
岡
県
地
理
全

誌
を
以
て
根
拠
と
し
、
記
述

し
た
る
所
尠す

く
な

か
ら
ず
。
同
誌

は
明
治
七
年
頃
県
下
各
町
村

よ
り
書
上
た
る
事
実
に
依
り
、

福
岡
県
庁
に
於
て
臼
井
浅
夫

氏
を
し
て
編
纂
せ
し
め
ら
れ

た
る
も
の
に
し
て
、
考
証
正

確
な
る
こ
と
を
認
め
た
る
に

由
る
。

一
、
福

岡

県

地

理

全

誌

の

外
、
糟
屋
郡ぐ

ん

是ぜ

、
糟
屋
郡
勢
一

班
、
福
岡
県
教
育
第
三
百
七

号
、
類る

い

聚
じ
ゆ
う

法
規
目
録
、
郡
庁

記
録
、
遠
賀
郡
誌
、
筑
前
国
風

土
記
、
大
典
記
念
帝
国
農
業

史
要
、
糟
屋
郡
教
育
会
史
蹟

調
査
書
、
神
社
明
細
帳
、
寺
院

仏
堂
明
細
帳
等
を
援
用
せ
り
。

一
、
明
治
二
十
二
年
町
村
制

施
行
以
前
に
於
け
る
制
度
の

変
遷
、
及
管
轄
区
域
分ぶ

ん

合ご
う

等

を
記
す
る
に
当
り
、
記
録
の

徴
す
べ
き
も
の
尠
き
を
以
て
、

旧
家
古
老
に
付
取
調
べ
、
彼あ

れ

此こ
れ

按あ
ん

排ば
い

綴て
つ

合ご
う

し
た
る
所
あ
り
。

或あ
る
い

は
誤ご

謬び
ゆ
う

の
点
な
き
を
保
せ

ず
。
是
等
は
識
者
の
校
訂
を

俟ま

つ
。

　
因

ち
な
み

に
右
取
調
を
煩

わ
ず
ら
わ

し
た
る

旧
家
古
老
の
諸
氏
に
対
し
茲こ

こ

に
其
の
好
意
を
謝
す
。

　
次
に
目
次
の
主
な
項
目
を
挙
げ

て
お
き
ま
す
。

総
説
　
沿
革 

位
置
広こ

う

袤ぼ
う︻

東
西
と

南
北
の
長
さ
︼ 

地
勢
気
候 

地
理
上

の
変
遷 

土
地 

戸
口

行
政
　
制
度
の
変
遷
及
行
政
区
画 

県
会 

郡
行
政 

郡
財
政
及
財
産 

糟

屋
郡
役
所 

箱
崎
警
察
署 

福
岡
区

裁
判
所
出
張
所 

町
村
行
政 

町
村

組
合

運
輸
交
通
　
道
路 

鉄
道 

車
輌 

郵

便
電
信
電
話

郡
制
と
土
木
　
土
木
事
業
施
設
の

沿
革 

郡
道 

橋
梁 

堰え
ん

埭た
い︻

い
せ
き
︼ 

河
川 

堤
防 

溜
池 

樋
管 

波
止
及
砂

止 

郡
営
土
木
箇

所 

町
村
営
土
木

費
補
助 

土
功
水

利
の
事
蹟

産
業
　
産
業
一

班 

農
業 

蚕
業 

畜
産
業 

園
芸
業 

糟
屋
郡
農
会 

町

村
農
会 

糟
屋
郡

進
農
会 

商
業
　

工
業 

鉱
業 

水
産

業 

林
業 

産
業
組

合 
郡
制
と
産
業 

産
業
功
労
者

教
育
　
教
育
の
沿
革 

小
学
校 

郡

制
と
教
育 
糟
屋
郡
教
育
会 

実
業

補
習
教
育 
社
会
教
育 

九
州
帝
国

大
学 

教
育
功
労
者

衛
生
兵
事
　
衛
生 

兵
事

社
寺
名
勝
旧
蹟
　
神
社 
寺
院
仏

堂 

名
勝 

旧
蹟

雑
録

写真は箱崎にあった「糟屋郡役所」（『糟屋郡志』121頁より）。

明治35年（1902年）3月に新築。
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